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区市町村事業
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１　精神障害者通院医療費助成

２　心身障害者（児）医療費助成



23

就労関係機関

レクリエーション施設を利用したい

日常生活について相談したい

医療関係機関

○日常生活、福祉サービスの利用、手帳等の相談
　お住まいの地域の福祉事務所、保健所、相談支援事業（地域生活支援事業）の活用
　身体・知的障害者相談員への相談

　東京都心身障害者福祉センター 平日 午前 9 時から１２時まで ☎ ０３－３２０３－６１４１
　　　　　　〃　　　　多摩支所  午後１時から５時まで ☎ ０４２－５７３－３３１１
　中部総合精神保健福祉センター   ☎ ０３－３３０２－７７１１
　多摩総合精神保健福祉センター 平日 午前９時から ☎ ０４２－３７１－５５６０
　精神保健福祉センター　　　　　 午後５時まで ☎ ０３－３８４２－０９４６

○こころの健康に関する電話相談
　夜間こころの電話相談（毎日　午後５時から９時３０分まで） ☎ ０３－５１５５－５０２８

○高次脳機能障害に関する相談
　相談専用電話（平日　９時から１２時まで、午後１時から４時まで） ☎ ０３－３２００－００７７
    FAX ０３－３２０３－９７４２

○発達障害に関する相談
　東京都発達障害者支援センター（平日　午前９時から午後５時まで） ☎ ０３－３４２６－２３１８

○障害のある子供の就学相談
　東京都特別支援教育推進室（平日　午前９時から午後５時まで） ☎ ０３－５２２８－３４３３

（ ）

（ ）

○職業訓練について
　東京障害者職業能力開発校
　　　☎ ０４２－３４１－１４１１
　（財）東京しごと財団　障害者就業支援課
　　　☎ ０３－３２０２－７２８５

○就労支援について
　東京障害者職業センター
　　　☎ ０３－６６７３－３９３８
　東京障害者職業センター多摩支所
　　　☎ ０４２－５２９－３３４１

○歯の治療について
　東京都立心身障害者口腔保健センター
　　　☎ ０３－３２６７－６４８０

○医療機関を探すには
　東京都医療機関案内サービスひまわり
　　　☎ ０３－５２７２－０３０３
　聴覚障害者向け専用
　　　FAX    ０３－５２８５－８０８０

○東京都障害者総合スポーツセンター
 ☎ ０３－３９０７－５６３１
 FAX   ０３－３９０７－５６１３
○東京都多摩障害者スポーツセンター
 ☎ ０４２－５７３－３８１１
 FAX   ０４２－５７４－８５７９

○障害者福祉会館
 ☎ ０３－３４５５－６３２１
 FAX   ０３－３４５３－６５５０

東京都所管部署　
福祉保健局障害者施策推進部
　平日
　午前 9 時から 12 時まで
　午後 1 時から 5 時 45 分まで

計画課  ☎ ０３－５３２０－４３２４
自立生活支援課  ☎ ０３－５３２０－４１４６
居住支援課  ☎ ０３－５３２０－４１５１
精神保健・ 医療課  ☎ ０３－５３２０－４４６１（ ）



あなたを支える制度を活用しましょう
○不服審査申立
認定された障害程度区分や、支給決定について不服のある場合には、東京都知事に申し
出ることができます。

○苦情解決事業
障害福祉サービス等全般に関する苦情については、苦情解決事業を活用できます。各事
業者に設置された苦情受付窓口に申し出ることもできますし、東京都社会福祉協議会に設
置されている運営適正化委員会に直接申し出ることもできます。

○日常生活自立支援事業
判断能力が不十分な方々が、福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理・書類等の
預かりサービスを受ける事業です。お近くの社会福祉協議会でご相談ください。

○成年後見事業
判断力が不十分なため、契約の締結などの法律行為をする際、その意思決定に不安があ
る方々について、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないようにし、本人の
権利が守られるようにする制度です。お近くの役所や地域にある区市町村の障害福祉の相
談窓口、社会福祉協議会、司法書士事務所、弁護士事務所等でご相談ください。

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課

〒 163-8001　東京都新宿区西新宿 2-8-1
東京都福祉保健局ホームページ

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
発行：平成 22年６月　登録番号（22）62

お問い合せは、お住まいの
区市町村窓口までお願いします。

石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

↑このマークは、目の不自由な方などのための「SP コード」です。
専用の読み上げ装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。




